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第１　㈱羽澤ガーデンと㈱日山との関係

　　　――維持しようとする者と破壊しようとする者

１　はじめに

本件土地及び建物は、昭和２５年から「羽澤ガーデン」と称され、麻布、六本木に連なる広尾の岡の南斜面中腹にある広大な敷地及び建物群である。約１ヘクタールの土地上で、多数の樹木による森及びそれと一体となった歴史的価値を有する建造物群を形成し、近年は希少な緑地として、都心の緑の要衝の一つとなってきた。

　　　　登記上の「羽澤ガーデン」の所有者名義は株式会社日山（以下「㈱日山」という）となっているが、その真偽詳細は詳らかではない。

２　㈱日山について

㈱日山は、村上禎一（以下「禎一」という）が昭和３年から始めた精肉販売店、すき焼き料亭を組織化し、代表取締役となって昭和１３年９月１３日に設立した会社である（当時は「日山商会」であった）。

　　昭和１７年７月１０日、禎一の甥であり、昭和１８年１０月７日に禎一夫妻の養子となった村上善三（以下「善三」という）が同社の代表取締役に就任した。

　　現在の㈱日山の代表取締役である村上紀通（以下「紀通」という）及び村上宏通（以下「宏通」という）は、いずれも善三の子である。

　　　　

３　㈱日山が「羽澤ガーデン」の所有名義を取得した経緯について

禎一は、昭和２２年、前主である後宮信太郎（以下「後宮」という）から「羽澤ガーデン」を２８５万円で購入した。これは、妻村上幾野（以下「幾野」という）及び当時夫妻と同居していた幾野の姪森美枝子（以下「森」という）との新居とするためであり、禎一個人が購入したものである。

この時禎一は、養子である善三に配慮して買主名義を善三とした上、登記名義を土地について善三、建物について日山商会（当時）とした。

禎一夫妻及び森は、本件土地を購入後すぐ「羽澤ガーデン」に移り住み、本館（別紙参照）を自宅として生活を始めた。善三も後に「羽澤ガーデン」の一角に居を構えたが、本館で禎一らと同居することはなかった。

　　ところが、経緯は不明のまま、善三は土地の登記名義についても日山商会に移転させた。このため、以降現在に至るまで「羽澤ガーデン」の土地及び建物群は全て㈱日山の所有物ということになっている。

　

４　㈱羽澤ガーデンについて

「羽澤ガーデン」の名は、古くは日本料亭、近年は森の中のビアガーデン、結婚式のできるモダンなレストラン・バーとして広く世間に知られていたが、これらを経営・維持してきたのは、株式会社羽澤ガーデン（以下「㈱羽澤ガーデン」という）である。

　　㈱羽澤ガーデンは、幾野が昭和２５年に設立した料理飲食業を目的とする会社であり、㈱日山とは別法人の同族会社である。㈱羽澤ガーデンは開業当初から㈱日山の同意を得て、敷地及び本館等の建物群を使用・維持・管理していた。

　　㈱羽澤ガーデンの代表取締役は、昭和５５年に幾野から森に交代した。

５　「羽澤ガーデン」の使用・管理者について

禎一夫妻及び森は、「羽澤ガーデン」を購入した当初から本館に居住し、敷地及び建物群を使用・管理していた。

昭和２５年ころまでは、本館の一部はマッカーサー総司令官をはじめとするＧＨＱの要人及びその家族の日本文化のカルチャーセンターとして使用され、㈱羽澤ガーデン設立以降は正式に料亭として使用された。本館の営業店舗としての利用は、平成１２年のレストランへのリニューアルを経て平成１７年末まで継続した。

㈱羽澤ガーデンは、本館等の建物群及び敷地を使用・収益・管理するために禎一・幾野夫妻が設立したものであり、このことは善三、㈱日山は充分承知していた。登記上の所有名義は㈱日山であったため、対税上は㈱羽澤ガーデンが借主として処理されていたが、実質的に羽澤ガーデンを支配・管理していたのは㈱羽澤ガーデンであった。

㈱羽澤ガーデンは、昭和２５年から、広大な敷地の豊かな緑の中にある歴史ある本館を料亭として使用し、自然と文化が一体となった風雅を最大限に演出した料亭経営を行っていた（甲第５３号証　パンフレット）。　

㈱羽澤ガーデンの料亭経営にとって、敷地の緑と本館の趣は正に生命線であったから、緑の保持はもとより、建物についても決して本質を損なうような改築・改造は行っていない。これは、平成１２年以後のアジアンレストランへの改装時も同様である（甲第４６号証の１・森美枝子氏との面談メモ）。

　　緑について言えば、「羽澤ガーデン」は、平成７年の時点で４３８０平方メートルの樹林が存在すると認められ、同年渋谷区から保存樹林の指定を受け、以降平成１７年に至るまで年間１０万円の補助金を受け取っていた（甲第２２号証の１・保存樹木等指定台帳）。このことから分かるとおり、「羽澤ガーデン」の敷地及び建物の管理は、㈱羽澤ガーデンがこの地を立ち退くまで㈱羽澤ガーデンが行っていたのである。

　　平成１７年、㈱羽澤ガーデンは渋谷区から保存樹林の指定解除を受けたが、この時指定解除の時点においても、樹林面積は４３８０平方メートルであった（甲第５５号証・保存樹木等補助金請求書、甲第６１号証・箱根植木株式会社仙波氏との面談結果報告書）。

　　保存樹林指定解除の申請は、㈱羽澤ガーデンが「羽澤ガーデン」を立ち退くにあたり、その条件とされたため、やむなく行ったものである。

６　㈱羽澤ガーデンが「羽澤ガーデン」から退去した経緯

㈱日山は、平成６年１２月２７日、㈱羽澤ガーデン及び森に対し、にわかに無断増改築等を理由に敷地及び建物群の明渡しを求める訴訟を提起した。

　　　　この明渡し請求訴訟の理由とされた改築は本館の屋根の雨漏り修理、及び森の自宅を増築する工事であった。㈱日山は、この工事が行われていることを充分知りながら、完成に至るまでなんら異議の申し入れをしなかったし、また、前述の事情から、異議を述べる筋合いもなかった。

　当然のことではあるが、第1審では、㈱日山の無断増改築による賃貸借契約（又は使用貸借契約）解除の主張が認められず、㈱日山は全面的に敗訴した。しかし平成１２年１１月１日、控訴審において和解が成立し、平成１７年末日に㈱羽澤ガーデン及び森が「羽澤ガーデン」から立ち退くこととなった。㈱羽澤ガーデンが第１審で勝訴しながら控訴審において平成１７年末に立ち退くという内容の和解に応じたのは、長年の訴訟が営業成績に影響を及ぼしつつあったこともあるが、何よりも齢７０代に達し子供もいない森自身が、子供に等しい村上らとの争いに虚無と絶望に近い疲労感と嫌気を覚えるようになったからである。

そして平成１７年末、㈱羽澤ガーデンはレストラン営業を終了し、㈱日山に対し「羽澤ガーデン」を明け渡した。しかし、㈱羽澤ガーデンは、平成１２年以降それまでの日本料亭から趣を変えて、畳の上に赤絨毯を敷き、テーブル席を作って土足で上がる方式のレストランにし、結婚式にも対応できるように改装をした結果、人気が高まって予約が引きも切らず、明渡し時には１８０組以上の結婚式の予約を断らざるを得ない状況であった（甲第４６号証の１）。

７　㈱日山が㈱羽澤ガーデンに対して明渡しを求めた理由

　　㈱日山が㈱羽澤ガーデンに対して明渡しを求めた真の理由は、無断増改築が行われたことではない。これは単なる名目に過ぎなかった。㈱日山は、羽澤ガーデンの建物と杜を取り潰して、マンション開発で一山あてることを目論んでおり、この障害になる㈱羽澤ガーデン、すなわち森を追い出すことが目的だったのである。

　　㈱日山は、提訴の前である平成６年８月には、株式会社アール・ビー都市建築設計に依頼して、「羽澤ガーデン」の敷地上に賃貸マンションを建築する計画を立てていた（甲第４２号証・羽澤ガーデン用地有効利用計画）。この計画の試算では、「羽澤ガーデン」の敷地上に地上５階地下１階のワンルームタイプ７２戸を含む全１８３戸の賃貸マンションを建築し、営業開始３０年目以降は年間約１８億円の収益を見込んでいた。

　　この計画が現実的なものか否かはさておき、このことから、㈱日山が㈱羽澤ガーデンに対し提訴する以前から本件土地を利用して巨利を求めてマンション開発を計画していたことがよく分かる。しかし㈱日山は控訴審における和解に至っても、明渡しを求めるこの真の動機を秘匿し、建物と杜を現状保全するかのように装っていた。

８　㈱日山の本件マンション開発計画について

　　平成１２年の和解によって、平成１７年中に㈱羽澤ガーデンが退去することが確実になってから、㈱日山は本格的にマンション開発計画に着手した。

　　そして、平成１７年６月２９日付で、本件土地及び建物群に設定されていた極度額５億円の根抵当権が、放棄によって全て抹消されていること（甲第４号証・全部事項証明書）、㈱羽澤ガーデンに対し、同年９月２０日付で保存樹林の指定解除申請を行わせていること（甲第４６号証の１、甲第２２号証の２・　保存樹木等指定解除申請書）から、少なくとも平成１７年の前半には㈱日山が三菱地所株式会社（以下「三菱地所㈱」）との本件開発のための等価交換契約を締結していたことが明らかである。土地建物に根抵当権が付いていることや開発用地が保存樹林指定されていることは、開発の妨害要素でしかないため、その障害を取り除いたものと考えられるからである。また、㈱日山は平成１２年の前記和解直後には三菱地所㈱と折衝していることを認めている（甲第６６号証）から、等価交換契約締結の時期はもっと早かったというべきであろう。

　　なお保存樹林指定を解除するためには、渋谷区みどりの確保に関する条例（甲第１０号証）第１２条所定の事由が必要であるが、㈱羽澤ガーデンが「平成１７年１２月末日で借主に土地・建物を返却するため」として解除申請をしたにもかかわらず、区で保管する保存樹木等指定台帳には、「所有権移転により解除」とあたかも㈱羽澤ガーデンから㈱日山に対し所有権移転がなされたかのように虚偽の記載が被告渋谷区によりなされている（甲第２２号証の１・保存樹木等指定台帳）。これは開発の便宜を図ったための渋谷区ら官側と三菱地所㈱、㈱日山の談合の核心を浮き彫りにしていることは既に述べたとおりである。しかし、この虚偽記載は㈱日山から三菱地所㈱に対する等価交換による所有権移転であるとすれば、渋谷区みどりの確保に関する条例第１２条が求めている「やむを得ない事情がある」とはとてもいえず、指定解除は違法、無効であるという結論を左右することにはならないが、「虚偽」ではなかったということになる。

ところが、そうすると後に詳論する公有地の拡大の推進に関する法律第４条等による届出を渋谷区経由で東京都知事に報告しなければならないが、これがいまだになされていないことは、三菱地所㈱・㈱日山ともども認めているところであるばかりでなく、両社はいまだに土地の所有権譲渡（等価交換契約）はなされていないと白々しく言い張っている。しかし仮にこれが事実とすれば、前記指定台帳の「所有権移転」という記載は、まさに重大な虚偽であることになり、従前の原告のこの点に関する重大な違法、無効の主張をまさに裏書きすることになるのである。

９　おわりに

　　本件土地は曖昧な形で㈱日山の所有名義となり現在に至っている。

禎一及び妻の幾野は、固定資産税の負担等料亭の継続が難しくなった場合には、本件土地を渋谷区なり東京都なりの然るべき団体に寄付して広く市民に開放することを望んでいた。幾野の跡を継いで約２７年間「羽澤ガーデン」を維持・管理してきた森は、この遺志に沿って「羽澤ガーデン」の営業を続け、「羽澤ガーデン」の緑を守ってきた。近隣住民らに対しても折りに触れて「羽澤ガーデン」をそのくつろぎの場として解放してきたが、将来はさらに開かれた市民の憩いの場にしたいと考えていた。

これに対し、都心における緑と文化の要衝としての「羽澤ガーデン」の役割、みどりと文化の視点からここを守ろうとする近隣住民の運動と願望を全く配慮せずに、㈱日山の社長紀通及び副社長宏通が莫大な収益のみを求め、三菱地所㈱と共に躍起となっている本件開発は、禎一の遺志に沿うものではなく、長年「羽澤ガーデン」の環境を近隣住民と協力して保全してきた森の意向に沿うものでもない（甲第４６号証の１）。

第２　公有地拡大法違反――買取を妨げている者

１　はじめに

　　緑と文化（景観）に象徴される今日の良好な都市環境を実現するには、既に指摘したとおり私的財産権に対する公共の福祉による制約が必要であることはもとよりではあるが、一方で公有地を確保し市場原理とは相対的に独立した領域において都市環境を計画的に整備する必要がある。

　　このことをよく示すものは、公害対策基本法の制定された１９６７年（昭和４２年）以来大気汚染防止法などの公害規制立法、土地利用の制限を基本とする都市計画法などの土地利用規正法等が環境実定法の柱となっていくなかで、土地利用規制にとどまらず土地公有化の推進が制度化されたことである。

　　公有土地の拡大の推進に関する法律（以下「公拡法」という。甲第４０号証の１）は、その代表的なものである。

　　公拡法は、公害対策を核とした第一次ともいうべき環境実定法のひとつであるが、その後の時代状況に応じて逐次改訂がなされ、地球環境がヒートアイランド、都市環境に直結するようになった第二次環境実定法秩序の体系の中でも重要な位置を占めていることは、景観法と相前後して改正され最終改正は平成１９年３月３１日法律第１５号とされていることからもよく分かることである。

　　公拡法は、第１条の目的として「都市の健全な発達と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買に関する制度・・・公有地の拡大の計画的推進を図りもって公共の福祉の増進に資すること」とし昭和４３年に制定された都市計画法と目的を同じくする、いわば一対のものであることが、第３条「地方公共団体は良好な都市環境の計画的整備を促進するために土地を確保すること」を合わせ読めばよく分かる。

　　都市計画法は、その目的を土地利用規制のアプローチで、遂行しようとするものであるのに対し、公拡法は私有地を公有化するというより強力なそれで遂行しようとしている。

　　具体的には、後述するところであるが、要点は、良好な都市環境を確保する上で必要だと認められる私有地を選定確保するために都市計画区域内の５０００平方メートル以上の私有地の有償譲渡については都道府県知事に対し一定の事項を事前に届け出ることを義務付ける（公拡法第４条１項６号）とともに、届出がなされた土地の中に買い取るべきものがあれば地方公共団体は買取の協議を申し入れることができるとし、所有者は「・・・正当な理由がなければ買い取り協議に応じなければならない」（第６条１項、４項）として、都市環境等に必要な私有地の買取を「協議」という形式で実現しようという制度にしているのである。

　　また、それ以前の手段として、「買取」を誘導するために、所有者から買取希望の申し出をすることもできる（第６条）とし、対価はいずれも公示価格を基準として算定した価格（第７条）として、所有者に不当な負担を生じさせない配慮もしている。

　　従って、都市環境を保全回復することを目的に行政の施策に事業者・国民が協力することは環境基本法を紐解くまでもなく、当然のことであるが、特に都市の土地所有者は公拡法並びに都市計画法及びその関係法令を遵守する格別の義務が今日存するといわなければならない。

２　公拡法第５条及び同法施行令（甲第４０号証の２）第２条第２項によれば、本件土地の存する広尾３丁目地域において５０００平方メートル以上の土地を所有する者は、渋谷区長を経由して都知事に対し、①当該土地の存在、地目及び面積、②当該土地の買取希望価格、③当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所、④当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所、⑤④の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所を記載した「土地買取希望申出書」の正本一部及び写し一部と当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を提出して当該土地の地方公共団体等による買取希望を申し出ることができる（同法施行規則第５条１項及び２項。甲第４０号証の３）。

　　この買取請求が行われた場合、都知事は買取の協議を行う地方公共団体等の選定等の義務を負う（公拡法第６条）。また、地方公共団体等が買取申し出にかかる土地を購入する場合の価格は、公示価格が規準となる（公拡法第７条）。

　　この手続によって地方公共団体等が購入した土地は、公拡法第１条記載のとおり「都市の健全な発展と秩序ある整備の促進」を目的とした事業の用に供され、目的に沿って適切に管理される（公拡法第９条）。

　　本件土地は８９６３．７４平方メートルの広さを持つから、公拡法に基づいた地方公共団体等に対する買取請求が可能であった。そして、可能であるのみならず、本件土地が建物と一体をなすきわめて貴重な文化的緑地であることを考えれば買取は充分現実性のあるものであった。

　　事実、平成１９年５月１６日、本件開発に加担していた渋谷区長すら、原告ら近隣住民のみならず羽澤ガーデンを惜しむ世論に押されて㈱日山らに対し、本件開発を中止して渋谷区に売却することを要請している。㈱日山は第１回住民説明会においてこの事実を明確に認めている。

　　㈱日山は羽澤ガーデンのこのような価値を無視して、三菱地所㈱との等価交換による開発で得られる莫大な利益のみを選択し、買取請求をあえてしなかったのである。

　　このような㈱日山の公拡法を含む環境実定法が求めている都市環境に対する配慮の欠落が、歴史的・文化的価値の高い建物の解体、豊かな緑の伐採につながっているものである。

３　さらに、公拡法は、第４条において買取請求の誘導にとどまらず、土地所有者の知事に対する届出という重大な義務を定めており、㈱日山はこの義務に故意に違反している。

　　届出義務は、１記載の買取請求が可能な土地を有償で譲り渡そうとする所有者に対し、①当該土地の所在地及び面積、②当該土地の譲渡予定価額、③当該土地を譲り渡そうとする相手方、に加え、１記載の「土地買取希望申出書」の正本一部及び副本一部、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を、渋谷区長を経由して都知事に対して提出することを求めるものである（同法施行規則第１条）。

　　この届出を受けた都知事は、１記載の買取請求の申し出を受けた場合と同様、当該土地の買取を希望する地方公共団体等の選定等を行う義務を負う（公拡法第６条）。

　　㈱日山が少なくとも平成１７年までに本件土地をマンション開発のため三菱地所㈱との等価交換契約を交わしていることは、㈱日山および三菱地所㈱は、いずれも認めるところである。等価交換契約が有償契約であることはいうまでもない。そしてそれが遅くとも平成１７年の前半に成立していることは、第１で述べたとおり、同年６月２９日付で本件土地及び建物に設定されていた根抵当権が全て抹消されていること、同年９月２０日付で保存樹林の指定解除の申請を行っていることから明らかである。

　　しかし、㈱日山はこの義務を知りながらあえて違反し、三菱地所㈱との等価交換計画に先立って都知事に対し土地有償譲渡の届出を行わなかった。届けでなかったのは、先述したとおり本件土地の文化的緑地としての価値を知らなかったからではなく、これを公拡法の基準より高く売りたいという打算と創立者が始めた同族会社㈱羽澤ガーデンとの内紛抗争が表面化することを回避するためであったが、後者については別途詳述する。いずれにしても、手前勝手なものであり、公拡法を著しく潜脱するものというべきである。

　　㈱日山がこの届出を行わなかったことにより、都知事は事前に本件土地の有償譲渡を把握することができなかったことになり、本件土地を公有地として確保し、良好な都市環境の計画的な整備を推進するため地方公共団体等による買取を公式に検討するという義務を免れることになった。公拡法に従って届出がなされていれば、地方公共団体等による買取が行われ、現在の羽澤ガーデンの環境を保全したままの利用が実現される可能性が充分あった。わが国の代表的な不動産業者である三菱地所㈱は、当然届出義務について充分知悉しており、本来ならば共同開発事業者となる㈱日山に対し、届出の必要性を指摘すべき立場にあった。㈱日山に届出を行わせなかった事実からは、届け出た場合の地方公共団体等による買取協議が行われる可能性を考慮し、自社が本件土地を入手し損なう危険性を回避するため、違法を承知で届出義務を怠らせたのである。

４　しかも重大なことは、被告渋谷区、東京都が都市計画法２９条の開発許可の事前相談、自然保護条例の事前相談の場において、この違法を看過したばかりでなく、保存指定樹林の解除や「自然地」の解釈を歪曲する等して、それぞれこれを看過したのみならず、積極的に加担したことである。何故か。

　　それは、羽澤ガーデンが有するみどりと文化の価値は、文化財保護法の有形重要文化財、景観法体系のいう景観資源（同法による都条例第２条３）、景観形成特別地区（同第８条３項）等に優に該当するため（この点は今までかなり述べてきたが、さらに具体的証拠に基づいて論ずる。）、買取について公拡法が最も優先度をおいている公園、緑地、文化施設（公拡法第９条１項）にできることから、届出があれば東京都等は買取の真摯な検討と努力を余儀なくさせられ、またこれに基づく買取請求には㈱日山も応えざるを得なくなる蓋然性が極めて高かったからである。

５　羽澤ガーデンを創立しこれを維持してきた㈱日山の創業者である村上禎一は、第１の９で述べたとおり、料亭の営業に一段落ついたら、羽澤ガーデンを東京都か渋谷区に寄付することを後継者の森に言い渡している。羽澤ガーデンが中村是公以来の歴史と文化を有する社会的存在であることを禎一は充分認識し、森自身も維持管理が難しくなったらそうする気持でいたと最近明言している。

　　羽澤ガーデンをとりつぶし、マンション開発に血道をあげているのは一族の一部でしかなかったのである。三菱地所㈱はこの一部を利用して営利の道具にしようとしてきた。かかる状況のなかでは、もし東京都等が公拡法や都市計画法の趣旨に従い、真摯な協議をしていれば、㈱日山が違法かつ無法な本件開発を断念した蓋然性はあり、それは今でもある。

従って、本件において公拡法の求める届出義務違反は単に公拡法に違反するばかりでなく、本件開発のまさに違法事由となるのである。

以　上
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